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宅地の評価方法

問い：相続税を計算するときの財産評価で、
宅地については、路線価方式と倍率方式とが
あることを知りました。具体的にはどのよう
な方法で計算するのかそれぞれの内容をお知
らせ下さい。

お答え：相続税や贈与税を計算する場合の財産の
評価方法については、主として、昭和３９年４月に
国税庁長官から出された『相続税財産評価に関す
る基本通達』に定められています。同通達は、そ
の後、数回の改正が行われており、一方、この間
にいくつかの『個別通達』も出されております。
今回は、それらのうち、お尋ねの、宅地の評価方
法について述べてみます。
１．評価方式（同通達―１１）
宅地の評価の方式には、路線価方式と倍率方式

との二つの方式があります。
路線価方式とは、道路に面する宅地の標準価格

（路線価）を基として評価する方式をいい、倍率
方式とは、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じ
て評価する方法をいいます。路線価方式は、どち
らかというと、宅地の面する道路によって地価の
差が大きい市街地的形態を形成する地域の評価に
適しており、また、倍率方式は、固定資産税評価
額に一定の倍率を乗じて評価するので、比較的地
価の差の小さい郊外宅地とか、農村宅地等の評価
に適しているようです。
従って、宅地を評価する場合は、原則として、

�市街地形態を形成する地域にある宅地について
は、路線価方式を、�その他の地域にある宅地に

ついては、倍率方式を、となっております。
宅地の評価を路線価方式にするか、倍率方式に

よるかについての基本的な考え方は以上のとおり
ですが、実務上は、この二つの方式を任意に使い
わけるのではなく、いずれによって評価するかは
各国税局において、地域ごとに定めた方式に従っ
て評価することになっております。北海道では、
札幌国税局が、道内の各地域ごとにそれぞれの方
式を定めて公開しておりますので、その公開され
た、それぞれの方式によって評価することになり
ます。したがって、納税者が、評価方式を勝手に
任意の方式を選択することは認められません。
２．倍率方式（同通達―１２ 削除平３課評２―４）
３．路線価方式（同通達―１３）
路線価方式とは、その宅地の面する道路に付さ

れている“路線価”を基として、その宅地の状況
に応じてそれぞれ評価します。
４．路線価（同通達―１４）
路線価とは、宅地が面している道路ごとに設定

された価格で、宅地１�の土地評価額ですが、主
に、市街地にある宅地の相続税や贈与税の税額を
算定する際の基準となり、一般の土地取引の指標
等となる公示価格の８０％と定められています。
もちろん、国税局長が路線ごとに評定するには

不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者の意見
価格等を基として評価します。そのため、土地評
価額を算定する際には、個別の道路の路線価が必
要となるうえ、最新の路線価を確認しなければな
らないので、これも、毎年８月に改訂される各税
務署管内の『路線価図』を使用し、土地評価額の
算定を行うことになります。この場合、標準的な
宅地であれば、路線価に宅地面積を乗じれば算定
できますが、実際には、様々な宅地の形があり、
それぞれに応じて調整を行う必要があります。
５．特定路線価（同通達―１４―３～２０―５）
例えば、宅地の一方のみが路線に接する場合で

も、宅地の奥行き距離に応じて『奥行価格補正率
表』を用いて評価額を算定することになります。
また、二つの道路に接している宅地（角地）の場
合、それぞれの路線価に応じて、正面路線価と側
方路線価を決めたうえで、『側方路線影響加算率
表』で調整をすることになります。
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